
元街小学校 ＰＴＡ「保護者と教職員の会」規約 
令和５年５月改正 

   
 
   第１章 名 称   
第１条 本会は横浜市立元街小学校ＰＴＡ「保護者と教職員の会」と称する。 
  
 

第２章 目 的 
第２条 本会は、次の諸項を目的とする。 

１ 家庭と学校の連携を密にし、児童の福祉を増進し、心身の健全な育成を図る。 

２ 会員相互の親睦を深め、協力する。 

３ 学校・地域の教育的環境の整備に努める。 
 
 

 第３章 方 針 
第３条 本会は教育を本旨とする民主的団体として活動する。 

第４条 本会は非営利的・非宗派的・非政党的であって、本会の名においていかなる営利的企業 

    を支持することも又他のいかなる職務（公私を問わず）の候補者を推薦することもでき 

    ない。 

    本会及び本会の役員は、その名において営利的、宗派的、政党的、その他本会本来の事 

    業以外の活動を目的とする団体及び事業に、いかなる関係を持ってはならない。 

第５条 本会は児童、青年の福祉のために活動する他の社会的団体及び機関と協力する。 

第６条 本会は自主独立のものであって、他のいかなる団体の支配、統制、干渉を受けてはなら 

    ない。 

第７条 本会は教職員・校長及び教育委員会の委員と学校問題について討議し、またその活動を 

    助けるために意見を具申し、参考資料を提供するが、直接に学校の管理や人事に干渉す 

    るものではない。 

第８条 本会は、国及び地方公共団体の適正な教育予算の充実を期するために努力する。 

第９条 本会は学校の財政的維持及び教職員の給与並びに生活費に関して、直接責任を負うもの 

    ではない。 

 
 

 第４章 会 員 
第１０条 本会の会員になることのできる者は、本校に在籍する児童の保護者、学校に勤務する 

     校長及び教職員とする。 

会員はすべて平等の権利と義務とを有する。 
 
  

  第５章 会 計 
第１１条 本会の経費は、会費、事業収入及び自発的な寄付金をもって支弁する。 

     会費の額及び資金獲得の種類を決定する場合、並びに会員又は外部の者に対して寄付 

     を求める場合には、総会における無記名投票による多数決で承認を得なければならな 

     い。 

第１２条 会費は年額 4000円とする。 

第１３条 本会の資産は、第２章の目的達成のため以外に使用してはならない。 

第１４条 本会の会費年度は、４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。 

 

 



   第６章 役員の選出 

第１５条 本会の役員は次の通りとする。 

       １ 会 長 １名 保護者 

       ２ 副会長 ２名 保護者 

       ３ 書 記 ３名 教職員及び保護者 

       ４ 会 計  ３名  副校長・教職員及び保護者 

       ５ 会計監査 ３名 保護者 

       役員の任期は２年とする。但し引き続き一期間だけは重任してもさしつかえな 

       い。 

第１６条 役員の選出及び紹介は次の通り行われる。 

     １ 指名委員会をおく。 

 イ. 実行委員を除く保護者から、各学年より１名以上の学年代表を選 

      出する。 

 ロ. 教員の中から副校長および互選により１名を選出する。 

 ハ. 指名委員の氏名は全会員に公示される。 

       ２ 指名委員において指名された役員は、会員の了承をもって確定する。 

       ３ 被指名者の発表は同意のもと、行われる。 

       ４ 教職員は被指名者になれない。 
        
 
 

第７章 役員の資格及び責務 
第１７条 公職追放，教職追放及び制令第１５号のいずれにも該当しない者で、児童・青少年を 

     愛し民主主義と教育とに理解をもっている会員は、第６章の規定に従って役員に選挙 

     されることができる。 
 

第１８条 役員の任務は次の通りである。      

１ 会長は総会及び実行委員会を招集し、主宰する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合にはその代理を務める。 

３ 書記は総会並びに実行委員会の議事を正確に記録し、各種の会合について通 

  知する。 

４ 会計は本会すべての金銭の収入、支出を正確に記録し、総会のつど収支を報 

  告し、５月総会においては会計監査又は公認会計士の監査を経て決算 

  報告をする。 

５ 会計監査はその年度の会計を監査し、結果を５月総会に報告する。 
 

 
 

 第８章 総会 

第１９条 定期総会は年度始めに開催する。 
 
第２０条 総会の詳細は一週間前に告示する。 
 
第２１条  総会の定足数は会員の５分の１とする。決議は出席者の過半数の同意を必要とする。 

    （委任制） 
 
第２２条 実行委員会が必要と認めた場合又は全会員の５分の１以上の要求のあった場合には、  

     会長は随時総会を召集する。 

 
 



   第９章 実行委員会 
第２３条   １ 実行委員会は本部役員、各委員会の委員長・副委員長からなる。 

２ 年度計画及び年度予算を作成する。 

３ 各種委員会によって立案された事業計画を審議検討する。 

４ 必要のある場合には特別委員会を設ける。 

５ その他会員より委任された事務を処理する。 

６ 役員及び委員長に欠員を生じた場合は，それを補充する。但し，会長に欠員 

を生じた場合に限り、副会長が昇格する。 

第２４条 実行委員会の例会は、毎月１回開かれる。その他随時必要によって開かれる。 

第２５条 実行委員会は、委員の半数以上が出席しなければ成立しない。会長又は委員の半数 

     以上が必要と認めた時は、臨時に会議を開くことができる。 
 

 
 第１０章 委員会の選定 

第２６条 委員会には常任委員会・特別委員会・役員指名委員会の３つがある。 

第２７条 役員指名委員会及び会計監査委員会を除く各種委員会の委員長・副委員長は、役員及 

     び校長の承認を得て会長が任命する。 

第２８条 役員指名委員会を除く各種委員会の委員は、それぞれ自薦、または他薦により本人の 

     承認を得られた場合に選ばれる。決まらない場合は話し合い等で決められる。 

第２９条 常任委員会には、校外指導委員会、広報委員会、保健委員会、学年学級委員会があ

る。この他必要に応じ実行委員会により他の委員会をおくことができる。 

   
 
  第１１章 委員会の任務 

第３０条 学年学級委員会は学年・学級の連絡，調整をはかり学年・学級の問題について協議し 

     協力する。 

第３１条 校外指導委員会は，児童の校外生活から危険・非行化を除き，健全なものとするため 

     指導し、関係機関と協力する。 

第３２条 広報委員会は、会員と学校側の意見を広く交換し、結びつきを深めるための広報紙を 

     発行する。 

第３３条 保健委員会は、児童の健康向上のために諸企画をし協力する。 

第３４条 常任委員会及び特別委員会は、いかなる事業計画についても、実行委員会にはからな 

     ければならない。 
 
 

第１２章 個人情報の取扱い 
第３５条 本会が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権 

     利・利益を保護することを目的にＰＴＡ会員及び委員会名簿の個人情報データベース 

     の取扱いについて定めるものとする。    

第３６条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、ＰＴＡ活動において個人情報 

     の保護に努めるものとする。 

第３７条 本会における個人情報データベースの管理者はＰＴＡ会長とする。 

第３８条 本会における個人情報データベースの取扱者はＰＴＡ本部役員とする。 

第３９条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだ 

     りに他人に知らせるなど不当な目的に使用してはならない。 

     また、その職を退いた後も同様とする。 

第４０条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本 

     人に明示する。 

     なお、要配慮個人情報などを収集する場合は、秘密厳守を務める。 



第４１条 取得した個人情報は、会員及び委員会名簿の作成、ＰＴＡ活動の目的のみに利用す 

     る。 

第４２条 本会は、前条の規定により特定された利用目的の必要な範囲を超えて、個人情報を取 

     り扱ってはならない。 

第４３条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。 

     不要となった個人情報は管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとす 

     る。 

第４４条 個人情報は、学校内にて適切な状態で保管することとする。 

           持ち出す場合は、細心の注意を払い、適切に行うこととする。 

第４５条 個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。 

第４６条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令 

     に沿ってこれに応じる。 

第４７条 個人情報データベースを漏えい等（紛失含む）したおそれがあることを把握した場合 

     は、直ちに管理者に報告する。 

第４９条 本会は、ＰＴＡ役員に対して個人データの取扱いに関する留意事項について、説明・ 

     指導を実施するものとする。 

第５０条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならな 

     い。 

 

 

  第１３章 改 正 

第５１条 規約は総会において出席者の３分の２以上の賛成投票により改正することができる。       

但し改正案の提案については，予め改正案を全会員に提示しておかなければならな 

     い。その内容は、次回総会において改正することができる。 
 

 

  第１４章 付 則 

第５２条  本規約は平成１５年４月１日一部改正実施する。 

第５３条  本規約は平成１９年６月１日一部改正実施する。 

第５４条  本規約は平成２０年６月１日一部改正実施する。 

第５５条  本規約は平成２６年４月１日一部改正実施する。 

第５６条  本規約は平成２９年５月３０日一部改正実施する。 

第５７条  本規約は令和２年８月１８日一部改正実施する。 

第５８条  本規約は令和３年３月８日一部改正実施する。 

第５９条  本規約は令和４年３月１１日一部改正実施する。 

第６０条  本規約は令和５年３月６日一部改正実施する。 

第６１条  本規約は令和５年５月２７日一部改正実施する。 

 

 

 


